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名古屋市告示第 512号 

指定居宅サービス事業者等の指定 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第70条第 1項及び第 115条の 2第 1項

の規定により、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者とし

て、次のとおり指定しました。 

  令和 3年10月 6日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類 

有限会社丸八 

介護サービス 

丸八訪問看護 

ステーション 

千成 

名古屋市中村区 

日ノ宮町 2丁目 

129番地 

令和 3年

8月 1日

訪問看護 

介護予防訪問看護 

株式会社ＦＯ 

ＯＴＡＧＥ 

Ｆｏｏｔａｇ 

ｅ訪問看護ス 

テーション  

瑞穂 

名古屋市瑞穂区 

膳棚町 1丁目77 

番地の 2 

令和 3年

8月 1日

訪問看護 

介護予防訪問看護 

2 指定居宅サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月 

日 

サービスの種類 

株式会社リョ 

ウパートナー 

ズ 

訪問介護 パ 

レット 

名古屋市千種区 

京命一丁目10番 

3号 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

合資会社リト リトル・トゥ 名古屋市北区御 令和 3年 訪問介護 
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ル・トゥリー リー ブラン 

チ 

成通 3丁目18番 

地 

8月 1日

株式会社ひま 

わり 

介護アトラク 

ティブひまわ 

り 

名古屋市中村区 

北畑町 2丁目25 

番地 

令和 3年

8月 1日

通所介護 

株式会社久遠 ヘルパーステ 

ーション あ 

おぞら 

名古屋市中区大 

須三丁目17番24 

号 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

株式会社ＴＳ 

Ｋ 

訪問介護ＴＳ 

Ｋ 

名古屋市熱田区 

西野町 2丁目40 

番地の 7 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

株式会社ＬＧ 

Ａ 

訪問介護事業 

所 ＴＥＲＡ 

ＳＵ 

名古屋市熱田区 

南一番町 7番12 

号 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

株式会社わか 

ば 

訪問介護事業 

所 咲空（さ 

くら） 

名古屋市守山区 

新城 4番16号 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

株式会社ＯＬ 

ＤＲＯＯＫＩ 

Ｅ 

訪問介護ステ 

ーションぶら 

うんらっと 

名古屋市緑区平 

子が丘2202番地 

の 2 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

合同会社ライ 

シズ 

棗 訪問介護 

事業所 

名古屋市名東区 

牧の原三丁目  

809番地 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

合同会社ＨＯ 

ＭＥ 

訪問介護 ア 

イレ 

名古屋市天白区 

植田南二丁目  

1502番地 

令和 3年

8月 1日

訪問介護 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第 513号 

指定居宅サービス事業者等の廃止 

 介護保険法（平成 9年法律第 123号）第75条第 2項、第78条の 5第 2項、第

82条第 2項及び第 115条の 5第 2項の規定により、指定居宅サービス事業者、

指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サ

ービス事業者から事業を廃止する旨の届出がありました。 

  令和 3年10月 6日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 1 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 

年月日 

サービスの種類 

ＫＴＣおおぞ

ら株式会社 

リハビリ訪問

看護ステーシ

ョンはなのき

 藤が丘 

名古屋市名東区 

藤が丘 128番地 

令和 3年

6月30日

訪問看護 

介護予防訪問看護

2 指定居宅サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 

年月日 

サービスの種類 

株式会社ピー

ス 

訪問介護事業 

所 アルク 

名古屋市昭和区 

鶴舞二丁目 1番 

3号 

令和 3年

6月30日

訪問介護 

3 指定地域密着型サービス事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 サービスの種類 
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   年月日  

株式会社ひま 

わり 

介護アトラク 

ティブひまわ 

り 

名古屋市中村区 

北畑町 2丁目25 

番地 

令和 3年

6月29日

地域密着型通所介 

護 

株式会社セラ 

ム 

けあらーず中 

村指定通所介 

護事業所 

名古屋市中村区 

太閤二丁目12番 

15号 

令和 3年

6月30日

地域密着型通所介 

護 

4 指定居宅介護支援事業者 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 届出受理 

年月日 

サービスの種類 

株式会社ここ 

ろ 

ケアプランセ 

ンター ここ 

ろ 

名古屋市港区小 

賀須四丁目 611 

番地 

令和 3年

6月29日

居宅介護支援 

スマイルハー 

ト株式会社 

ケアマネージ 

メントオフィ 

ス ハートブ 

リッジ 

名古屋市名東区 

引山一丁目1005 

番地 

令和 3年

6月30日

居宅介護支援 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 
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名古屋市告示第 514 号 

      市議会の議決を経た予算の要領 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 3 年 

 9 月29日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま 

す。 

    令和 3 年10月 7 日 

                               名古屋市長  河  村  た か し  

 1   令和 3 年度名古屋市一般会計補正予算（第 7 号） 

2  令和 3 年度名古屋市一般会計補正予算（第 8 号）  

                      名古屋市財政局財政部財政課 
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令
和

3
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第

7
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
4
,
5
5
1
,
5
0
5
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

　
1
,
3
3
8
,
1
0
8
,
4
7
1
千
円
と
す
る
。

2
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第

1
表
歳
入
歳
出

 
 
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
2
条
 
 
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第

2
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

令
和

3
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

7
号
）
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第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千

円

9
国

庫
支

出
金

 

1
負

担
金

 

2
補

助
金

 

1
0

県
支

出
金

2
補

助
金

1
3

繰
入

金
 

2
基

金
繰

入
金

 

1
4

繰
越

金
 

1
繰

越
金

 

2
7
,
9
9
6
,
4
0
0
 
 

2
7
,
9
4
8
,
9
2
3
 
 

1
3
,
4
3
9
,
2
7
2
 
 

4
7
,
4
7
7
 
 

1
3
,
4
8
6
,
7
4
9
 
 

4
7
,
4
7
7
 
 

款
項

補
正

額

1
,
3
3
3
,
5
5
6
,
9
6
6
 
 

1
5
,
7
3
3
,
7
0
4
 
 

7
9
2
,
8
8
1
 
 

6
8
,
0
5
2
,
9
9
4
 
 

7
9
2
,
8
8
1
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
3
9
,
9
8
1
,
8
9
8
 
 

2
,
6
5
4
,
0
6
5
 
 

1
,
1
3
1
,
2
4
3
 
 

7
4
,
1
6
1
 
 

1
,
0
5
7
,
0
8
2
 
 

1
,
3
3
8
,
1
0
8
,
4
7
1
 
 

6
8
,
8
4
5
,
8
7
5
 
 

1
6
,
5
2
6
,
5
8
5
 
 

7
4
,
1
6
1
 
 

1
,
0
5
7
,
0
8
2
 
 

1
,
1
3
1
,
2
4
3
 
 

4
,
5
5
1
,
5
0
5
 
 

2
4
2
,
6
3
5
,
9
6
3
 
 

4
1
,
3
4
6
,
0
4
0
 
 

1
,
2
2
6
,
6
4
9
 
 

4
2
,
5
7
2
,
6
8
9
 
 

1
9
7
,
8
8
1
,
2
2
1
 
 

1
9
9
,
3
0
8
,
6
3
7
 
 

1
,
4
2
7
,
4
1
6
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歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千

円

3
健

康
福

祉
費

 

2
老

人
福

祉
費

 

7
公

衆
衛

生
費

 

4
子

ど
も

青
少

年
費

 

1
子

ど
も

青
少

年
費

 

6
ス

ポ
ー

ツ
市

民
費

 

3
ス

ポ
ー

ツ
費

 

1
1

消
防

費
 

1
消

防
費

 

5
,
7
5
7
,
4
9
5
 
 

3
7
,
0
2
0
 
 

5
,
7
9
4
,
5
1
5
 
 

5
,
7
5
7
,
4
9
5
 
 

3
7
,
0
2
0
 
 

5
,
7
9
4
,
5
1
5
 
 

6
,
7
6
8
,
5
3
9
 
 

1
6
9
,
2
3
3
,
7
7
1
 
 

項

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
3
3
3
,
5
5
6
,
9
6
6
 
 

4
,
5
5
1
,
5
0
5
 
 

1
,
3
3
8
,
1
0
8
,
4
7
1
 
 

款
補

正
額

3
4
2
,
5
2
3
,
9
0
9
 
 

4
,
1
8
3
,
1
1
9
 
 

3
4
6
,
7
0
7
,
0
2
8
 
 

2
9
,
2
9
5
,
4
1
3
 
 

1
6
9
,
2
3
3
,
7
7
1
 
 

1
5
,
7
9
9
,
7
9
3
 
 

7
,
0
0
0
 
 

3
,
8
0
5
,
0
0
0
 
 

3
3
,
1
0
0
,
4
1
3
 
 

5
7
,
9
9
5
,
2
0
4
 
 

3
7
8
,
1
1
9
 
 

5
8
,
3
7
3
,
3
2
3
 
 

7
,
0
0
0
 
 

6
,
7
7
5
,
5
3
9
 
 

1
5
,
8
0
6
,
7
9
3
 
 

3
2
4
,
3
6
6
 
 

1
6
9
,
5
5
8
,
1
3
7
 
 

1
6
9
,
5
5
8
,
1
3
7
 
 

3
2
4
,
3
6
6
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第
2
表
 
 
繰
越
明
許
費
補
正

6
ス

ポ
ー

ツ
市

民
費

2
区

役
所

費
区

役
所

支
所

の
非

常
用

発
電

機
整

備
2
1
4
,
0
0
0
 
 

千
円

金
額

款
項

事
業

名
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令
和

3
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第

8
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2
,
0
8
2
,
0
0
0
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

　
1
,
3
4
0
,
1
9
0
,
4
7
1
千
円
と
す
る
。

2
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第

1
表
歳
入
歳
出

 
 
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

令
和

3
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

8
号
）
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第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

既
提

出
の

額
千
円

千
円

計
千

円

9
国

庫
支

出
金

 

2
補

助
金

 

歳
 
 
 
 
出

既
提

出
の

額
千
円

千
円

計
千

円

7
経

済
費

 

1
産

業
費

 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
2
,
0
5
2
,
1
7
9
 
 

1
,
3
4
0
,
1
9
0
,
4
7
1
 
 

款
項

補
正

額

項

1
,
3
3
8
,
1
0
8
,
4
7
1
 
 

2
4
2
,
6
3
5
,
9
6
3
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
3
,
4
7
0
,
7
2
7
 
 

2
,
0
8
2
,
0
0
0
 
 

1
,
3
4
0
,
1
9
0
,
4
7
1
 
 

2
,
0
8
2
,
0
0
0
 
 

1
0
4
,
1
3
4
,
1
7
9
 
 

款

1
,
3
3
8
,
1
0
8
,
4
7
1
 
 

2
,
0
8
2
,
0
0
0
 
 

1
0
1
,
3
8
8
,
7
2
7
 
 

2
,
0
8
2
,
0
0
0
 
 

補
正

額

2
4
4
,
7
1
7
,
9
6
3
 
 

4
4
,
6
5
4
,
6
8
9
 
 

2
,
0
8
2
,
0
0
0
 
 

4
2
,
5
7
2
,
6
8
9
 
 

2
,
0
8
2
,
0
0
0
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名古屋市上下水道局告示第14号 

地方公営企業法第33条の２の規定に基づく私人への水道料金及び下水道使用

料収納事務の一部委託について（平成16年名古屋市上下水道局告示第14号）は、

令和３年11月30日限り廃止する。 

  令和３年10月８日 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年10月 4日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  タチヤ名古屋みなとＳＣ 

  名古屋市港区築盛町 132番 ほか29筆 

 2 変更した事項 

大規模小売店舗の名称及び所在地 

変更前 変更後

名  称 所在地 名  称 所在地

エディオンみなと
ＳＣ

名古屋市港区築盛
町 132番 外29筆

タチヤ名古屋みな
とＳＣ

名古屋市港区築盛
町 132番 ほか29
筆 

3 変更の日 

(1) 店舗の名称については、令和 3年 8月 1日 

(2) 店舗の所在地については、令和 3年 9月24日 

4 変更した理由 

(1) 店舗の名称については、店舗名称変更のため。 

(2) 店舗の所在地については、誤記修正のため。 

 5 届出の日 

  令和 3年 9月24日 
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 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年10月 4日から令和 4年 2月 4日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年 2月 4日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年10月 8日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  アスナル金山・ループ金山 

  名古屋市中区金山一丁目31番 ほか 6筆 

 2 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

変更前 変更後 

名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 

名古屋市 名古屋市交
通局長 
河野 和彦

名古屋市中
区三の丸三
丁目 1番 1
号 

変更なし 名古屋市交
通局長 
小林 史郎

変更なし

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名 

№
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所
氏名又は 
名  称 

代表者の
氏  名

住  所

1

名鉄産業㈱代表取締役
三浦  久芳

名古屋市南
区前浜通 7
丁目28番地

変更なし 代表取締役
林 裕二 

変更なし 令和
3年
6月
4日

2

㈱ストライ
プインター
ナショナル

代表取締役
石川  康晴

岡山市北区
幸町 2番 8
号

変更なし 代表取締役
立花 隆央

変更なし 令和
2年
3月
6日
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3

㈱ファッシ
ョンクロス

代表取締役
林 知彦 

東京都中央
区晴海一丁
目 8番10号

変更なし 代表取締役
西川 信一

変更なし 平成
29年
12月
27日

4

㈱オールハ
ーツ・カン
パニー

代表取締役
田島  慎也

名古屋市中
区栄二丁目
4番18号 

変更なし 代表取締役
鈴木 基生

変更なし 令和
2年
12月
15日

5

㈱マツモト
キヨシ

代表取締役
大田 貴雄

千葉県松戸
市新松戸東
9番地 1 

変更なし 代表取締役
松本  貴志

変更なし 令和
3年
6月
4日

6

㈱イークロ
ージング

代表取締役
田畑 利彦

名古屋市中
区錦二丁目
15番20号 

変更なし 代表取締役
赤木 政一

変更なし 令和
2年
1月

17日

7

㈱ジーフッ
ト

代表取締役
堀江  泰文

東京都中央
区新川一丁
目23番 5号

変更なし 代表取締役
木下  尚久

変更なし 令和
元年
5月
24日

8

㈱ゾフ 代表取締役
上野  照博

東京都港区
北青山三丁
目 6番 1号

変更なし 代表取締役
上野 博史

変更なし 令和
3年
4月
1日

9

㈱ヴィ・ド
・フランス

代表取締役
村上  知義

東京都千代
田区岩本町
三丁目10番
1号 

変更なし 代表取締役
伊達  宏和

変更なし 令和
2年
3月

13日

10

㈱名古屋交
通開発機構

代表取締役
前田 務 

名古屋市千
種区覚王山
通 7丁目11
番地

変更なし 代表取締役
青木 康邦

変更なし 令和
3年
6月

14日

11

㈱アイス 代表取締役
森下 惠治

名古屋市守
山区小幡中
二丁目15番
25号 

― ― ― 令和
2年
1月

15日

12

㈱磨里書房代表取締役
片桐 栄子

名古屋市熱
田区金山一
丁目 5番 2
号

― ― ― 令和
2年
2月
29日

13

㈱タカラト
レーディン
グ

代表取締役
怡土  公一

東京都八王
子市堀之内
三丁目33番
地の 4 

― ― ― 令和
2年
4月
30日

14

㈱ＡＳＨＩ
ＬＥＹ＆Ｂ
ＲＯＳ

代表取締役
山田  崇史

名古屋市中
区伊勢山一
丁目 1番 4
号

― ― ― 令和
2年
1月

17日
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15

㈱ブルーメ
イト

代表取締役
吉川  一之

広島県福山
市千田町千
田1741番地
1 

― ― ― 令和
2年
1月
17日

16

武藤  嘉隆 ― 愛知県西尾
市幸町 9番
地

― ― ― 令和
2年
1月

17日

17

㈱ロイヤル
イタリヤ

代表取締役
漆島 雅美

愛知県大府
市共栄町四
丁目 207番
地

― ― ― 令和
元年
9月

10日

18

㈲オーシャ
ン

代表取締役
森上 浩 

名古屋市天
白区鴻の巣
1丁目1311

番地

― ― ― 令和
2年
1月

17日

19

㈱バリュー
プランニン
グ

代表取締役
井元  憲生

神戸市中央
区坂口通七
丁目 2番17
号

― ― ― 令和
2年
2月
2日

20

㈱三日月百
子

代表取締役
物河 昭 

大阪市西区
新町一丁目
3番12号 

― ― ― 令和
3年
3月

15日

21

オルビス㈱代表取締役
小林 琢磨

東京都品川
区平塚二丁
目 1番14号

― ― ― 令和
2年
4月

11日

22

㈱ウェーブ
フロントセ
キガハラ

代表取締役
矢橋 達郎

岐阜県不破
郡関ヶ原町
関ヶ原2682
番地

― ― ― 令和
2年
2月

14日

23

㈱シトラス代表取締役
野口 昌一
路

東京都渋谷
区東一丁目
26番30号 

― ― ― 令和
2年
4月

15日

24

㈱プラザク
リエイト

代表取締役
大島 康広

東京都中央
区晴海一丁
目 8番10号

― ― ― 令和
元年
9月
1日

25

― ― ― ㈱芋銀 代表取締役
小出  崇博

名古屋市熱
田区川並町
2番22号 

令和
2年
6月
8日

26

― ― ― アクサス㈱代表取締役
久岡  卓司

徳島県徳島
市山城西四
丁目 2番地

令和
2年
3月

26日
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27

― ― ― ㈱タケタニ代表取締役
武谷  諭 

愛知県西尾
市今川町東
大城67番地
3 

令和
2年
3月

26日

28

― ― ― ㈱スタイル
フォース

代表取締役
飯髙  宏 

神戸市中央
区港島中町
六丁目 8番
1 

令和
2年
3月

26日

29

― ― ― ㈱エレコム代表取締役
柴田  幸生

大阪市中央
区伏見町四
丁目 1番 1
号

令和
2年
6月

16日

30

― ― ― ㈱ルルアー
ク

代表取締役
長友  伸二

福岡市東区
松島 3丁目
30番23号 

令和
2年
7月

23日

31

― ― ― ㈱丸善ジュ
ンク堂書店

代表取締役
中川  清貴

東京都中央
区日本橋二
丁目 3番10
号

令和
2年

12月
11日

32

― ― ― ㈱メニコン代表執行役
田中  英成

名古屋市中
区葵三丁目
21番19号 

令和
2年
6月

19日

33

㈱ワンダー
コーポレー
ション

代表取締役
日下  孝明

茨城県つく
ば市西大橋
599番地 1

変更なし 代表取締役
内藤  雅義

茨城県土浦
市蓮河原新
町4181 

令和
元年
7月

10日

34

㈱ファミリ
ーマート

代表取締役
澤田  貴司

東京都豊島
区東池袋三
丁目 1番 1
号

変更なし 代表取締役
細見  研介

東京都港区
芝浦三丁目
1番21号 

令和
3年
3月
1日

35

㈱アドウォ
ーク

代表取締役
小川  祐二

大阪市北区
中津一丁目
18番14号 

㈱ＳＣコミ
ュニケーシ
ョンズ

変更なし 神戸市灘区
水道筋五丁
目 2番10号

令和
3年
7月
1日

3 変更の日 

 (1) 設置者については、令和 3年 4月 1日 

(2) 小売業者については、2(2)で既述 

4 変更した理由 

(1) 設置者については、代表者変更のため 

(2) № 1から№10までの小売業者については、代表者変更のため 
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(3) №11から№24までの小売業者については、退店のため 

(4) №25から№32までの小売業者については、入店のため 

 (5) №33及び№34の小売業者については、代表者及び住所変更のため 

(6) №35の小売業者については、事業承継のため 

5 届出の日 

  令和 3年 9月16日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年10月 8日から令和 4年 2月 8日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年 2月 8日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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